
12

千葉県の居住支援の連携



13

千葉県の居住支援の連携



14

千葉県の居住支援の連携

千葉県居住

支援法人協

議会

障害福祉

介護福祉

不動産

家賃保証

医療

関係

法律

関係

自治体

福祉住宅

DX

機械警備

後見人

団体

生活困窮

者支援

イン

フォーマ

ル支援

千居協

事務局

福祉系

都市部

不動産

系

農村部

不動産

系

シェル

ター系

残置物

処理系

家賃保

証系

地域作

り系

災害ボ

ラ系

・地域介護事業者
・全国介護事業連盟
・地域包括支援センター

・地域障害福祉事業者・中核地域生活支援センター
・千葉県相談事業所協議会

・フードバンク

・駆け込み寺（寺）

・民生委員

・地域住民

・通訳、手話ボランティア

・学生ボランティアセンター

・地域協力不動産店
（空き室空き家利用）

・ナップ賃貸保証
・高齢者住宅財団
・登録家賃保証会社

・地域医療病院
（地域移行連携）

・法テラス
・協力弁護士事務所
（財産処分 権利擁護）

・東京大学教育学研究科生涯学習論研究室
・地域後見推進センター
・市民後見人
（後見制度利用）

・自立相談支援事業所

・警備会社
（機械警備による見守りや駆け付）
・電気等メーター利用による見守り
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対応事例

■認知症高齢者夫婦世帯
自宅処分 ごみ屋敷 命を守る移動 自立支援

■高齢者夫婦＋引きこもり5080問題
破産 退去 財産処分 長男の自立

■外国人母子家庭世帯
生まれたばかりの子供 住むところの確保 言葉の壁

■認知症高齢者と知的障害の子供世帯
自己破産 退去 後見人 ごみ屋敷 自立支援

■親所有自宅居住60代無職男性世帯
退去 引越費用の捻出 自宅処分 生活保護申請

■刑余者
殺人 窃盗 麻薬取締法違反 振込詐欺 傷害等
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人材の育成・地域の相談窓口
◎「フォローアップ研修」、研修会等の実施
→資格取得者は受講料無料

◎個別相談の受付
→不動産に同じものはなくケースバイケースの対応

一企業ではできない事業展開
後見制度と不動産に関する研究の推進
◎不動産後見アドバイザーの全国展開
◎全国展開、その地域ごとに詳しい事業者
→専門分野に特化した幅広い会員事業者

◎空き家問題対策
→少子高齢化により後見制度と密接に関連

▲現地調査実施時

▲資格講習会（東京開催）

全住協の取組み

▲空き家相談会実施時

「不動産後見アドバイザー」の推進

一般社団法人ならではのメリット
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「不動産後見アドバイザー」資格講習会

超高齢社会において、判断能力が不十分な人や住宅確保要配慮者などについて、

その住生活の向上および不動産取引の円滑化を図るため、それらの対象者に配慮しながら業務を行うための知識を身につけ、
権利擁護を念頭に対象者の相談対応や支援を行いつつ、不動産関連取引を適切かつ適正に遂行できる人材を養成する。

身上保護

財産管理

介 護

不動産の相談
管理・取引

判断能力が不十分な方、
認知症高齢者、障がい者等

親族後見人、専門職後見人、
市民後見人、法人後見人等

被後見人 後見人

居住用不動産

成年後見・任意後見

信託

相続

1.業務上の配慮と支援
2.関係法令の遵守
3.信義誠実な職務遂行
4.自身の能力・資質の向上
5.不動産関連取引の適正化
6.業務上の守秘義務
7.社会的信用の向上および
社会的な貢献・福祉の増進

行動規範

【令和５年度開催】
①集合・②生配信（ＷＥＢ）
令和6年2月 6日(火)～7日(水)
③録画配信（オンデマンド）
令和6年2月14日(水)～3月8日(金)

（①の集合形式は東京大学本郷キャンパス構内にて実施）

不動産後見アドバイザー

「紹介動画」
配信中
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資格の取得後 ～「フォローアップ研修」の無料受講

■不動産後見アドバイザー向け 「テーマ別の深堀り研修」

▲「後見制度の実務への利用事例紹介」 ▲「相談事例の概要、法定後見の申請、現状と課題」

▲「事例から後見制度の利用を考える（障がい者編）」 ▲「後見制度に関連した住宅・不動産取引の事例紹介、ディスカッション」
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個別相談対応、問合せ等

■「個別相談対応」 ～将来的なリスト化

後見制度に関連した「住宅・不動産」について、皆様からの個別案件の
相談に対応いたします。お気軽にご相談ください。

■住 所
■TEL
■FAX
■URL
■E-mail
■受 付
■担 当

東京都千代田区麹町5-3-8F
03-3511-0611
03-3511-0616
https://zenjukyo.jp
kouken@zenjukyo.jp
月曜～金曜（祝日除く）9:00～16:00
杉原、髙木、大宮

■問合せ先 ～（一社）全国住宅産業協会

■ご清聴、ありがとうございました。

本資料等に記載された内容は、後見制度・不動産等に関する一般的な事項が含まれておりますが、
当協会がその内容について、正確性・確実性を保証するものではありません。

▲協会HP


